
 

墨田区指名業者選定委員会設置要綱 

昭和５０年４月２日 

５０墨総財発第５８号 

改正 平成４年３月１２日４墨総契第５０９号 

平成６年３月３１日５墨総契第４９６号 

平成１０年３月３１日９墨総契第５４８号 

平成１３年４月１日１３墨総契第８号 

平成１６年３月３１日１５墨総契第６６８号 

平成１７年３月２９日１６墨総契第８１９号 

平成２０年４月１日２０墨総契第８号 

平成２２年４月１日２２墨総契第２４６号 

平成２３年３月４日２２墨総契第１０５３号 

平成２５年３月８日２４墨総契第８３９号 

平成２５年４月１７日２５墨総契第８７号 

平成２６年１２月３日２６墨総契第６６０号 

平成３０年３月１６日２９墨総契第１２３３号 

平成３１年３月２８日３０墨総契第１２０５号 

令和２年４月２４日２墨総契第４１号 

令和３年６月１０日３墨総契第１０７号 

令和５年３月２２日４墨総契第５６３号 

（設置） 

第１条 墨田区が発注する工事の請負、設計、測量及び地質調査の委託並びに総トン

数２０トン以上の船舶の製造及び修繕の請負について、厳正かつ公正に優良業者を

選定するため、墨田区指名業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、区長の命により、次の事項を審議し、及び協議する。 

⑴ 工事の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数２０トン



 

以上の船舶の製造及び修繕の請負契約に関する事項で、次に掲げるもの。ただし、

起工金額が１，０００万円未満のものを除く。 

ア 墨田区希望型指名競争入札実施要領（平成６年３月２日５墨総契第４６６号）

第８条の規定により、希望型指名競争入札以外の方法により契約を締結しよう

とする場合における契約の相手方の選定方法に関すること。 

イ 墨田区工事請負業者指名基準（昭和５０年４月２日墨総財発第５８号）第４

条第１項に規定する一般的基準及び同条第２項に規定する原則を適用しないこ

ととしようとする場合における指名業者の選定に関すること。 

ウ 随意契約の方法により契約を締結しようとする場合（地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５号の規定による場合及び再

度の入札に付し落札者がないときで、同項第８号の規定により、当該入札（初

度の入札を含む。）に参加した者と契約を締結しようとする場合を除く。）に

おける契約の相手方の選定に関すること。 

⑵ 墨田区建設工事に係る共同企業体の運用に関する要綱（平成３０年３月７日２

９墨総契第１０９３号。以下「共同企業体要綱」という。）第３条第１項各号に

規定する工事の請負契約に関する事項で、次に掲げるもの 

ア 共同企業体要綱第３条第１項ただし書の規定により、同項各号に掲げる工事

を共同企業体による施工としないこととしようとする場合における当該工事の

発注方法に関すること。 

イ 共同企業体要綱第４条に規定する原則等を適用しないこととしようとする場

合における共同企業体の構成に関すること。 

⑶ その他区長が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、年間契約その他の契約案件で委員会が過去に審議し、

又は協議したものと同様のものについては、審議又は協議の対象としない。 

３ 委員会は、審議又は協議の対象としない事項については、報告事項として処理す

るものとする。 

（組織） 



 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める職にある者をこれに充てる。 

⑴ 委員長 総務部長 

⑵ 委員 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長、都市計画部長、都市整

備部長、契約課長、公共施設マネジメント推進課長、都市整備課長、道路公園課長、

契約課契約係長及び契約課契約係主査並びに教育委員会事務局次長及び庶務課長 

２ 委員長に事故あるときは、契約課長がその職務を代行する。 

３ 第１項に定めるもののほか、委員長が必要があると認めるときは、臨時に委員を

置くことができる。 

（議事等） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、前条第１項に規定する委員（委員長を含む。）の半数以上が出席しな

ければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員（委員長を除く。）の過半数をもって決し、可否

同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、委員会の運営に支障がないと認めるときは、映像及び音声の送受信に

より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議によ

り委員会を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を委員会に参加させるこ

とができる。この場合において、当該方法により参加した者は、委員会に出席した

ものとみなす。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、特に緊急を要するため委員会を招集する

時間的余裕がないことが明らかである等、委員長がやむを得ない事由があると認め

るときは、審議又は協議すべき内容を記載した起案文書（墨田区文書管理規程（平

成１６年墨田区訓令第１１号。以下「文書管理規程」という。）第２条第８号の起

案文書をいう。以下同じ。）を回付して、電子起案方式（文書管理規程第２３条第

１項に規定する電子起案方式をいう。）にあっては当該起案文書に審議し、又は協

議した旨を電磁的に表示し記録することにより、書面起案方式（同条第２項に規定



 

する書面起案方式をいう。）にあっては委員が当該起案文書に押印し、又は署名す

ることにより、審議又は協議を行うことができる。 

（指名業者の選定） 

第５条 第２条第１項第１号イに規定する指名業者の選定は、墨田区契約事務規則（昭

和３９年墨田区規則第１１号）第２条第１項第５号に規定する資格審査サービスに

登録された業者（以下「有資格者」という。）の中から行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事の請負契約に係る入札については、有

資格者以外の者から指名業者を選定することができる。 

⑴ 特に緊急を要する工事 

⑵ 特別の技術を要する工事 

⑶ その性質又は目的により、前項の規定により難い工事 

付 則 

この要綱は、昭和５０年４月２日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 


